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研究要旨 

中東呼吸器症候群(MERS)は新規コロナウィルスによる感染症であり、中東でサウジアラ

ビアを中心に流行が継続し、平成 27 年には韓国でアウトブレイクが発生している。MERS は

本邦では未経験で知見の蓄積が不十分であるため、国内アウトブレイクは国民の健康の脅

威となるのみならず国家危機管理上の問題となる。本研究はこのような背景を踏まえて、

MERS 等の新興再興呼吸器感染症への臨床対応法開発を目的として行われた。 

本研究では MERS および疑似症の診療支援体制を構築し、実際に MERS 疑似症の発生した

医療機関への専門家 2名を派遣した。また MERS 発生時に特定感染症指定医療機関で疫学調

査を行う体制を整備し、抗ウイルス治療指針を作成した。MERS 患者の回復者血漿の採取・

保存・検査・投与の体制を整備した。また二種指定医療機関の準備状況について調査を行い、

その準備状況が十分ではないことを明らかにした。MERS の感染症対策について「中東呼吸

器症候群（MERS）等の新興再興呼吸器感染症発生時の感染防止対策指針」を作成した。 

国際化に対応するため、一般の医療機関を広く対象とし、新興再興感染症に地域レベルで

対応できるための枠組み作りが必要である。新興再興感染症に多角的かつ連携的に対応す

る体制を敷くため、行政部門、医療機関だけでなく、バイオセキュリティの専門家も含めた

連携の枠組みの構築が必要である。今後は新興再興感染症対応時の治験等の枠組み作り、感

染症指定医療機関および一般医療機関での診療体制及び感染防止対策の整備、複数自治体

にまたがった接触者調査などの公衆衛生対応の枠組み作り、アウトブレイク発生時の医療

機関間および保健所や都道府県間での連携体制づくりが必要である。 
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Ａ．研究目的 

中東呼吸器症候群(MERS)は新規コロナウ

ィルスによる感染症であり、中東でサウジ

アラビアを中心に流行が継続し、平成 27年

には韓国で 1 例の輸入例を発端としたアウ

トブレイクが発生している。 

本邦では MERS 診療の経験が無く、臨床

像・診断法・治療法、および感染防止対策に

関する知見の蓄積が不十分である。韓国で

のアウトブレイクは MERS が発生し拡散す

れば、国民の健康の脅威となるのみならず

国家危機管理上の問題となる事を明らかに

した。よって本邦における MERS 対策のため

に知見を集積し、成果を日本国内で広く共

有することが必要である 

MERSのみならず今後発生する輸入呼吸器

感染症・新興再興呼吸器感染症にも応用可

能な対策の準備が必要である。本研究は股

音背景を踏まえて、MERS 等の新興再興呼吸

器感染症への臨床対応法開発を目的として

行われた。 

 

本研究の具体的な目的は以下の 5 つであ

る： 

(1)  MERS の治療方法を確立する。 

(2)  MERS の感染防止対策を確立する。 

(3)  本邦の一般医療機関および感染症指

定医療機関での MERS 診療体制構築を促進

する。 

(4)  本邦での MERS および疑似症発生時

に専門家チームの派遣により医療者を直接

に支援する。 

(5)  本邦での MERS 発生時の公衆衛生対

応に必要な知見を得る。 

 

Ｂ．研究方法 

①  MERS 発生国における MERS 発生医

療機関での院内感染対策状況の調査 

(ア)中東呼吸器症候群対応に関する韓

国での医療機関等視察 

韓国で MERS 診療にあたった医

療機関に臨床医・疫学者等チーム

を編成して訪問し、診療内容およ

び感染防止対策について調査を行

った。併せて韓国 CDC の専門家と

の意見交換を行った。 

(イ)タイにおける輸入 MERS 症例への

対応に関する調査 

タイの保健省・実地疫学専門家

養成コース（Field Epidemiology 

Training Program：以下 FETP）、公

衆衛生部門の担当者から制度・実

務面での課題、今後必要な人材育

成に必要な具体的な課題を聞き取

り調査を行った。 

(ウ)中東呼吸器症候群対応および新興

感染症に関する米国での医療機関

等視察 

エボラウイルス感染症などの新

興感染症に対して対応を行った経

験のある米国の 3 病院に研究班で

チームを編成して訪問し、調査を

行う 

(エ)サウジアラビア視察 

同国の MERS 指定医療機関を訪

問し、感染対策を中心に視察、情報

収集を行った。 

 

② MERS 感染予防対策に関する研究 
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(ア)感染防止対策に関するアンケート

調査 

一般市民、医療者が感染症やそ

の防止対策を正しく理解し、健康

で安全な生活を送るために必要な

情報や、求められる資源について

のニーズを知るため、分担研究者

および研究協力者が関与する自治

体主催、各種団体主催の勉強会、講

演会に参加した人を対象として無

記名式アンケートを実施した。（実

施期間：2015 年 6 月 24 日～11 月

20 日） 

(イ)MERS に関する教育啓発用ツールの

開発およびセミナーの開催 

医療者および一般市民を対象と

した MERS についてのリテラシー

の向上につながる教育啓発用ツー

ルの開発およびセミナーなどの教

育啓発活動を行った。 

(ウ)MERS 診療および感染防止対策に関

する指針作成 

MERS感染防止対策に関する指針

を作成した。 

③ 診療支援（国内での患者発生時の専門家

派遣および診療・感染防止対策の助言） 

MERS 疑似症患者を収容した医療機関

から専門家派遣の要請に基づき、国立国

際医療研究センターから専門家を派遣

し、依頼元医療機関に対する支援と助言

を行った。 

④ MERS コロナウィルス感染症の疫学研

究・治療臨床試験 

既に海外において作成された複数の

MERS-CoV 治療ガイドラインの検討を行

い、日本国内における各特異的な抗ウイ

ルス治療が施行できる可能性に関して

検討した。海外ガイドライン作成後に新

たに発表された文献に関しては、PubMed

における文献検索を行い、検討に加えた。  

多施設前向き観察試験に関しては、世

界標準的な臨床情報収集に耐えられる

よう、ISARIC (International Severe 

Acute Respiratory and Emerging 

Infection Consortium)／WHO による重

症新興感染症の臨床像に関する研究プ

ロトコール」(バージョン 3.0)を参考に

作成した。 

⑤ MERS 回復者血漿の採取・保存・使用に

関する検討 

 血液製剤・血漿採取についての専門家

である国立感染症研究所血液・安全性研

究部 濵口 功氏、日本赤十字社血液事業

本部 中央血液研究所 佐竹正博氏に回

復者血漿の採取・保存・投与の方法につ

いてインタビューを行い、実際に回復者

血漿治療を行うに当たって本邦に於い

て準備すべき事項および課題の抽出を

行った 

⑥ 中東呼吸器症候群（MERS）等重症新興呼

吸器ウィルス感染症に対する本邦での

集中治療指針作成 

MERS 患者に対する集中治療経験のあ

る医療機関の集中治療室を視察した。加

えて WHO 指針(Clinical management of 

severe acute respiratory infection 

when Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV) 

infection is suspected Interim 

guidance, WHO 2015: 

http://www.who.int/csr/disease/coro

navirus_infections/case-management-
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ipc/en/)の記述内容について専門家間

で検討を行い、本法で適用する際の課題

を抽出した。 

⑦ MERS に対する本邦での公衆衛生対応に

関する検討 

(ア)第二種感染症指定医療機関 視察 

第二種感染症指定医療機関合計

7施設に対して視察を行った。救急

外来、感染症病棟までの導線、感染

症病棟および病床、集中治療室を

巡回し、その後感染管理看護師を

含む感染対策責任者にアンケート

シート（添付）を用いて質疑を行っ

た。 

(イ)韓国・MERS アウトブレイクにおけ

るデータマネジメントの調査 

MERS発生時の接触者調査におい

て準備しておくべきデータベース

や、アプリケーションを提案する

ことを目的に、KCDC で実施された

接触者調査と、それに応じて作成

されたデータベースなどの運用等

について情報収集した。 

(ウ)中東呼吸器症候群症例の接触者の

モニタリングツールについての検

討 

2016 年 11 月 17 日にワークショ

ップを開催し、参加者それぞれの

立場から、MERS 国内発生時を想定

した場合の現場の抱える問題点と

ともに、各ツールの利便性・汎用

性・課題について意見を収集した。 

⑧ MERS の臨床に関する情報のウェブサイ

ト等の媒体や、ワークショップ等による

情報提供 

(ア)急性呼吸器感染症の初動と院内感

染対策強化のための講習会 

医療者および行政機関の担当者

を対象とし、MERS を含む急性呼吸

器感染症の初動と院内感染対策強

化について講習会を行った。同時

に参加者を対象に無記名のアンケ

ートを用いた横断研究を行った。 

(イ)MERS 疑い症例対応の際のコミュニ

ケーションの課題とその検討 

MERSをうたがう事例への対応に

ついて、関係した医療従事者およ

び行政担当者から聞き取りを行い、

コミュニケーション上の課題を整

理した。 

（倫理面への配慮） 

該当せず。 

 

Ｃ．研究結果 

① 韓国等 MERS 発生国における MERS 発生

医療機関での院内感染対策状況の調査 

(ア)中東呼吸器症候群対応に関する韓

国での医療機関等視察 

○疫学・公衆衛生の観点から： 

MERS 対応のガイダンスは KCDC

によって作成されたが、医療機関

ではその経緯と位置づけが十分に

認識されていなかった。また経過

中ガイダンスの修正が複数回加え

られ、現場の対応がやや混乱した。

これは市民・医療関係者からの信

頼にも影響を与えた可能性がある。 

各地方での新興感染症対応体制

では、地方行政機関よりも機関医

療機関が中心的な役割を担ってお

り、行政対応は地方政府、院内の感

染管理と治療は医療機関という日
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本の新興感染症対応の体系と異な

っていた。地方と国の役割分担に

ついては本来、国はガイダンス作

成、地方は実務という役割分担で

あったが、当初は連携がとれてい

なかった。  

KCDC の対応能力について今回全

体像の把握は出来なかったが、疫

学情報の収集と解析については

KCDC の 疫 学 部門 の 30 名 の

Epidemic Intelligence Service

（EIS）研修生と若干名の EIS ス

タッフだけでは明らかにその業務

容量を超過していた。 

韓国 MERS 事例については、WHO 

collaborating center などの外部

機関が積極的に数理モデルを使っ

た解析の結果を欧米の専門誌に発

表していた。一方、KCDC において

も数理モデルの解析を実施してい

たが、タイムリーな発表を行う事

は出来なかった。 

非常事態における韓国政府の情

報収集についての法的・予算的枠

組みは、異常事態であると認識し

た後は急速な充実が図られた。 

 

○感染防止対策の観点から： 

韓国における医療施設での感染

防止対策の課題は、1）病室・診察

室・待合のゾーニング、2）診療に

当たる医療者の感染対策教育およ

びチーム編成、3）如何に早く疑い

患者を検出できるか、であった。さ

らに、市中での感染防止対策の課

題として、4)感染者との曝露歴の

ある人の自宅隔離や感染者・曝露

者の家族への感染防止対策の必要

性があげられた。 

1）病室・診察室・待合のゾーニ

ング： 診療の場としては、既存の

スペースを改築して隔離スペース

を確保する方法がとられていた。

今後の方針として、新たに隔離ス

ペースを新設するか、既存改修を

含めた対策で対応するのかの選択

肢が示されていたが、多くの施設

では新設するよりも既存スペース

を活用したゾーニングでの対応が

より現実的であると考えていた。

救急外来では、診断がつく前の患

者の対応が必要であるため、有症

状者のトリアージ及び隔離スペー

スの確保が必須であると考えられ

た。ある医療機関では新たにトリ

アージの行える施設が建設され稼

働しており、既存の施設内も新規

にゾーニングがなされていた。ま

たある医療機関の画像診断部門で

発生した感染事例の経験を元に、

外来、診療室、病室、検査室などに

おいては広義の空気感染を考慮し

た施設管理が重要であることが判

明した。そのため、新設されたトリ

アージ施設では換気対策に重点を

おいた設計がなされていた。 

2）診療に当たる医療者の感染対

策教育およびチーム編成：診療に

当たる医療者の感染対策教育およ

びチーム編成について、ICUでは濃

厚に長時間の診療に当たる場合は

PAPR を着用し、短時間で濃厚接触
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がない場合は N95 マスクを使用し

ていた。サムソンメディカルセン

ターではその教育のためガイドラ

インが示す習熟度のチェックを含

むトレーニングや教育を行ってい

た。MERS 以外の患者を診療するか

どうかの判断は医療機関で異なっ

ていた。また、医療機関では MERS

患者診療に当たった帰宅は許され

ていたものの、家族への感染の恐

れから病院に寝泊まりを希望する

スタッフもいた。 

3）如何に早く疑い患者を検出で

きるか： 初発例の早期探知韓国

の事例では初発例の診断確定まで

に時間がかかり、その間に多くの

接触者が発生した。今後、日本にお

いても同様の事態が起こることが

想定される。したがって、如何に早

く初発例を検知できるかが大きな

課題である。 

4)感染者との曝露歴のある人の

自宅隔離や感染者・曝露者の家族

への感染防止対策：一般市民に対

しての啓発活動について、病気の

解説や具体的な感染対策を説明す

るためのパンフレットを作成し、

一部の地域において活用していた。 

 

○集中治療の観点から：  

今回の韓国における MERS アウ

トブレイクが韓国の集中治療サー

ビスに多大なる負荷を与えたこと

が伺えた。見学した 3 施設には、

集中治療専門医を中心とした集中

治療サービスがもともと確立され

ていた。それでも１症例あたりに

要するマンパワー（集中治療医、看

護師、その他のパラメディカル・ス

タッフ）が通常の集中治療患者よ

り も 多 く 必 要 で 、 personal 

protective equipment （PPE）装

着等の要因で侵襲的医療行為にお

いても豊かな集中治療の経験を要

したとのことであった。韓国で行

われた集中治療管理は、概して国

際的に受け入れられた敗血症や呼

吸不全に対する標準的支持療法を

行っていた。また致死率の高い新

興感染症という理由で治療の制限

をかけるということは無く、通常

の重症患者と同じように必要な医

療が提供されていた。加えて重症

例 に 対 し て Extracorporeal 

membrane oxygenation （ECMO）が

行われた症例が散見された。 

 

○治療薬選択の観点から 

MERSに対する抗ウイルス薬治療

について、韓国では学会主導のガ

イドラインが作成され公開されて

いる。アウトブレイク時にはこの

ガイドラインの内容に沿って多く

の医療機関が抗ウイルス薬 3 剤の

併用による治療を行った。しかし

MERS患者が指定された専門医療機

関に転送される際には既に抗ウイ

ルス薬による治療が行われている

ため、抗ウイルス薬の臨床試験に

は患者を登録できない状況であっ

た。 

また治療オプションとして MERS
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患者の回復時血漿の使用が検討さ

れて、実際に回復血漿が投与され

ている事例もあった。また MERS 患

者の血中中和抗体の経時的測定の

結果などから、患者は罹患後 3 週

間程度で十分な中和抗体を産生す

ることが判明しており、実際この

研究結果を基に既に韓国では回復

期血漿の収集が行われていた。 

 

○医療機関内の対応体制 

韓国の事例で判明したことは、

医療従事者が多数曝露した場合、

医療機関で MERS 診療の中心を担

う医療者が経過観察のため医療現

場を離れざるを得ず、その結果医

療機関では必ずしも専門家でない

医療者によってチームを編成し診

療を行わざるを得ないことがある

という点であった。 

また韓国では重症患者への ECMO

による治療も含めて、少ない医療

従事者の人数で治療を行わざるを

えなかった。韓国の医療者の献身

的な診療によってこそこれは可能

であったが、MERS 診療は少なくと

も 2 週間以上の治療が必要であり、

持続性を考えた場合に少数の医療

者での対応は医療上・院内感染対

策上リスクが高い。また韓国でも

感染症の専門家は極めて少ない。

よって MERS 対応にあたる感染症

専門家の数も少なかった。 

また韓国での MERS アウトブレ

イクの特殊性の一つとして、特に

アウトブレイクの早期には一般医

療機関への来院患者がそれまでに

MERS患者への曝露があったか否か

の情報が明らかでなく、それ故に

MERSに曝露した患者が見落とされ、

結果として二次感染・三次感染が

広がった点がある。このように、輸

入感染症であるのに渡航歴がない

だけにリスクを認知できず、加え

て曝露情報が明らかでは無いこと

によってリスクを認知できないま

ま、感染症が広がる事態が起こり

うることが明らかとなった。この

ような場合に医療機関に来院する

患者の誰が MERS リスクの罹患が

高いかを見極めるための仕組みが

必要である。韓国では方法として、

健康保険のデータベースから患者

の医療機関への受診歴を割り出し、

それに基づいて MERS 患者への曝

露リスクがあるかどうかの判断を

行っていた。加えて、入院を要する

肺炎患者については MERS のリス

クがあるとして一律のスクリーニ

ングを行っていた。このように曝

露情報が明らかではない状況での

ハイリスク患者のスクリーニング

方法として、これらの方法は大変

に参考となった。 

(イ)タイにおける輸入 MERS 症例の対

応（感染管理、接触者対応、リスク

コミュニケーション）  

公衆衛生、コミュニケーション

部門で対応をした専門家らから、

準備と実際の違い、その学びから

次のキャパシティ・ビルディング

につなげる視点について調査を行
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った。 

韓国や日本における医療と新興

感染症の準備状況を比較すると、

タイにおいては、保健省と直接連

動している実地疫学調査チームが

あること、実地疫学調査プログラ

ムの修了生が国や地域の感染症対

策部門の責任者として配置されて

いることが強みとしてあげられた。 

また、リスクコミュニケーショ

ンを個人や組織の努力にまかせる

のではなく、平時からのメディア

監視・市民意識調査をしながら積

極的に問題の縮減・終息に向けて

取り組む仕組みが確立しているこ

とがあげられた。 

(ウ)中東呼吸器症候群対応および新興

感染症に関する米国での医療機関

等視察 

Emory University Hospital で

の医師は各シフト 1人、12 時間勤

務と配置数は少数であった。しか

し、米国ではナース・プラクティシ

ョナーが医療処置・手技などを行

うことができるため、医師が 1 人

でも対応できるものと考えられる。 

エボラウイルス病などの感染性

の高い感染症に対する米国の診療

体制は、最上部としてアメリカ国

内に 10 施設の HLIDU、次に 6地域

毎に治療センター、その下に診断

のためのスクリーニングセンター、

4 層目に一般医療機関という構造

であった。日本では特定感染症指

定医療機関が 4 施設、第１種感染

症指定医療機関が全国に 46 施設、

第 2 種感染症指定医療機関が 339

施設ある。これまでの視察によっ

て我が国における第 2 種感染症指

定医療機関には十分な医療体制が

整っていて診療スタッフも豊富な

施設と、十分ではない施設とがあ

ることが分かっている。このため

第 2 種感染症指定医療機関は米国

のように「診断目的」の医療機関と

「治療目的」の医療機関の 2 つに

さらに分けた方が現実的ではない

かと思われる。 

PPE など大量の廃棄物が出るた

め感染症病棟内のオートクレーブ

は処理能力の高い機器を十分数配

置する必要がある。米国ではこの

点十分配慮され、大容量のオート

クレーブが配置されていた。 

米国での感染症病床は患者が入

院中も社会的に隔絶されないよう、

療養環境への配慮が行われていた。

前室とのコミュニケーションが取

れるために大きな窓を設置してお

り、家族とのコミュニケーション

のために Wifi 環境も整備されて

いた。 

Powered Air-Purifying 

Respirator（PAPR）着用時の医療者

間コミュニケーションや聴診に際

して色々なデバイスを試していた

が、実用に耐えるものはまだない

とのことであった。 

感染症医だけでなく集中治療医

も診療に加わっており、集学的医

療を要するウイルス性出血熱患者

への対応としては必要な体制と考
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えられた。また外科医などの他診

療科の協力体制も整っており、日

本でも今後検討すべき課題である。 

小児や妊婦・出産などの対応は

施設ごとに異なってはいたが、診

療体制は明確になっていた。必要

時の他科との協力体制も整備され、

感染対策のトレーニングについて

実施していた。 

(エ)サウジアラビア視察 

2つの MERS指定病院での関係者

からの聞取りおよび視察の結果、

2014年の大規模な院内感染の発生

の反省と世界保健機構(WHO)から

の提言をふまえ、国としての取組

を強化したことが主な契機だった

ことがわかった。具体的には、症例

定義、感染防止対策のガイドライ

ンなども WHO のものに沿って対策

を実施するようになったこと、院

内感染対策は、国外からの専門家

による院内スタッフへの教育・啓

発や訓練を定期的にするようにな

ったこと、それによりスタッフの

MERS に関する認識が向上し、予防

に関する意識があがったこと、外

来でのトリアージの際のコホーテ

ィングなども、インフラとともに

整えたこと、などが挙げられた。 

② MERS 感染予防対策に関する研究 

(ア)感染防止対策に関するアンケート

調査 

アンケート調査期間中に、1207

名が回答した。「問題がある・関心

がある微生物」では、MERS

（21.5%）、季節性インフルエンザ

（21.3%）、ノロウイルス（15.4%）、

エボラウイルス（13.3%）の順で多

かった。MERSについて「知りた

い・気になる項目」は、予防・対策

（84.2%）、国や保健所の公的対応

（64.9%）、治療（55.6%）、症状

（55.2%）、学問的なこと（48.3%）

であった。 

(イ)MERS に関する教育啓発用ツールの

開発およびセミナーの開催 

 MERSに関するリテラシー向上の

ためのツール作成として、動画及

びリーフレットを作成した。医療

者及び一般市民を対象とした動画

を作成し、教室ホームページで自

由に閲覧できるように公開し、さ

らに、ＤＶＤを作成し、関係自治体

に配布した。加えて、一般市民が安

心して生活することを目的とした、

感染対策ハンドブックを作成し、

教室ホームページで自由に閲覧で

きるように公開し、さらに、冊子を

作成し、関係自治体に配布した。さ

らに学会ならびに MERS について

の基本的な情報や感染予防につい

ての知識の啓蒙のため、医療者及

び一般市民に向けた講演会、セミ

ナーを行った。 

(ウ)MERS 感染予防対策に関する研究 

MERS感染防止対策指針を作成し

た。媒体は全 30ページからなる冊

子体とし、さらに、広く活用するこ

とができるように、研究分担者が

所属する大学のホームページなど

で PDF 版を公開する準備を行った 

③ 診療支援（国内での患者発生時の専門家
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派遣および診療・感染防止対策の助言） 

(ア)中東呼吸器症候群（MERS）疑似症発

生医療機関への専門家派遣 

2016 年 1月 5日に医療機関 Aに

おいて MERS 疑似症が発生した。医

療機関 A の要請に応じて国立国際

医療研究センターより MERS 疑似

症患者の診療支援のため 2 名（忽

那・山元）が派遣された。 

専門家 1 名は疑似症患者からの

検体を採取し帰院した。もう 1 名

は感染対策上の指示や転院搬送に

ついての助言を行い、疑似症患者

の転院搬送に同行した。 

 

④ MERS コロナウィルス感染症の疫学研

究・治療臨床試験 

 抗ウイルス治療の推奨対象として

は、重症化のリスク（高齢者、基礎疾患、

両側性肺炎）を有する症例に加え、急速

な呼吸不全の発現の可能性があること

から MERS-CoV 感染が確認された患者お

よび強く疑われる患者で症状または胸

部 X 線検査で肺浸潤影が認められる例

と考えられた。また、診断後できるだけ

速やかに抗ウイルス薬投与を行うこと

が重要である。また、MERS 患者に対す

るステロイドや免疫グロブリン製剤の

投与は、一般的には推奨されない。MERS-

CoV 感染に対する現時点での特異的治

療としては、MERS-CoV 抗体を含む回復

期血漿、インターフェロンおよびロピナ

ビル・リトナビルが推奨され、併用療法

としては I 型インターフェロンに加え

たロピナビル・リトナビルの投与の検討

が推奨される。現在までの報告結果に基

づき、MERS-CoV 感染患者では通常、10

～14 日間の抗ウイルス治療を考慮する

が個々の患者における最適な投与期間

は患者の状態により判断する。 

国内での MERS－CoV 感染患者を対象

にした多施設前向き観察試験である

「MERS(中東呼吸器症候群)に関する臨

床疫学的評価」は各施設での倫理承認を

受け 2016 年 7 月より症例登録を開始し

ている。国内での MERS－CoV 感染患者の

発生が現時点まででないため、2017 年

2 月末時点での症例登録はないが、今後

対象患者発生時には症例登録を施行す

る予定である。 

 

⑤ MERS 回復者血漿の採取・保存・使用に

関する検討 

海外からの回復者血漿の輸入および

使用については日本赤十字社は関与し

ない。血液製剤の輸入は病院や団体では

なく医師個人の名義で申請することに

なる。輸入した血漿を日本赤十字社で保

存することは出来ないため、病院で保存

することになる。製剤の感染性について

は Severe Acute  Respiratory 

Syndrome （SARS）の世界的な流行時も

ウイルス血症は証明されなかったため、

関する SARS の文献を検討すれば、ウイ

ルスが入っている可能性は極めて低い

と示せる可能性が高いことがわかった。 

日本国内での MERS 回復者からの血漿

採取・保存については、回復者から日赤

の業務として「献血として」採取するこ

とはできないため、病院内で採血・保存

を行う方が現実的である。感染性がない

ことを示すことは必要であり、供血者の
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梅毒、HBV、HCV、HIV などは調べておく

べきだろう。血液製剤の PCR を行うかど

うかについては輸血を施行する医師の

判断で良いと考えられる。・ 病院内

で採血して血漿を精製するには、大型分

離器とフリーザーがあれば可能である。 

⑥ 中東呼吸器症候群（MERS）等重症新興呼

吸器ウィルス感染症に対する本邦での

集中治療指針作成 

韓国の医療機関視察からは、韓国内で

の MERS アウトブレイクの期間、集中治

療システムに多大なる負荷が生じたこ

とが判明した。当該医療機関は、通常の

医療体制を縮小し（特に集中治療部門の

機能は半減し）、重症 MERS 患者管理に対

応した。多くの医療スタッフが、通常を

はるかに超える業務を請け負うことで

困難な時期を乗りきった。 

集中治療専門チームによる集中治療

が常時提供されており、そのチームを主

体とし、感染症科医、呼吸器内科医等の

専門家が協力して重症 MERS 患者の治療

にあたった。医療設備および人員は、日

本の大規模病院の平均的実情に比して

より充実していた。 

隔離予防策を行いながらの集中治療

は通常の集中治療よりも困難であり、よ

り豊富な集中治療の経験が要求された。

感染管理上の理由で、治療の制限（人工

呼吸をしない、腎代替療法をしないなど）

が行われることはなかった。 

重症 MERS に対する管理は、通常の集

中治療で行われる敗血症および重症呼

吸不全の管理と同様であった。Samsung 

Medical Center のように veno-venous 

Extracorporeal membrane oxygenation 

(VV-ECMO)の経験が豊富な ICU では VV-

ECMO が補助療法として選択されること

があった。 

⑦ MERS に対する本邦での公衆衛生対応に

関する検討 

(ア)第二種感染症指定医療機関 視察 

合計 7 施設の視察を行ったが、3

施設において感染症専門医が不在

であり、診療に当たる医師数も十分

とは言えない状況であった。また

MERS 患者が重症化した場合に血液

透析などの高度集中治療に対応で

きる医療機関は1施設のみであった。 

全ての施設の二種病床で人工呼

吸器は使用可能であった。血液透析

については2施設で不可との回答で

あった。血液透析が必要な患者であ

った場合、1 施設は「近くの第一種

感染症指定医療機関に搬送」、1施設

は「ICU の陰圧室で対応するかもし

れない」との回答であった。感染症

病床内で経皮的心肺補助装置およ

び体外式膜型人工肺による治療が

可能という施設は1施設だけであっ

た。3施設で ICU 内に陰圧室を有し

ていたが、いずれの施設でも ICU 内

の陰圧室は感染症病床には指定さ

れておらず、実際に MERS 患者の診

療を想定した検討はされていなか

った。 

3 施設において感染症専門医が不

在であり、MERS 患者の診療に当たる

医師は各施設 2〜3 名であった。入

院となった際の応援医師について

も 3施設で 0人であった。 

各施設からは 1)スタッフの確保
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が困難、2)施設に感染症専門医を擁

することの必要性、各施設に 1人は

必要と思われる、3)各施設が二種医

療機関に指定された後に、鳥インフ

ルエンザや MERS が 2 類感染症に指

定されており、これらの疾患への対

応体制が追いついていない、4) 第

二種感染症指定医療機関の現状の

ままで MERS や鳥インフルエンザと

いった稀な重症感染症を診療する

ことは適切ではないのではないか、

等の意見が聞かれた。 

(イ)韓国・MERS アウトブレイクにおけ

るデータマネジメント 

2015 年には、韓国で 1例の輸入

例を発端とした院内感染によるア

ウトブレイクが発生し、1ヵ月強の

間に計 186 例の確定症例が報告さ

れた。その際、Korean Centers for 

Disease Control & Prevention(以

下 KCDC)では、接触者調査のデータ

ベース作成を短期間に実施し、累

計約 17,000 名にも及んだ接触者

のデータ管理、解析などを行った。

これを可能にしたのは、住民登録

番号（日本におけるマイナンバー）

の積極的な利用による接触者の追

跡と、KCDC 内の IT 専門部署によ

る、既存のサーベイランスデータ

ベース機能の拡張・改変であった。

これらは、新興感染症やバイオテ

ロを含む再興感染症で引き起こさ

れる健康危機に対する体制づくり

という意味では、参考になった。 

(ウ)中東呼吸器症候群症例の接触者の

モニタリングツールについての検

討 

国内発生を想定した場合の現場

の抱える問題点とともに、接触者

調査のための各ツールの利便性・

汎用性・課題について自治体等の

関係者から意見を収集した。その

なかで以下の 4 項目について検討

を行った。Q1：MERS アウトブレイ

ク時に接触者の健康調査を行うに

あたっての課題、Q2：①ツール別の

長所・短所、②ツール別利便性評価、

③小規模時とアウトブレイ時で変

化する各ツールの実用性、④運用

方法別評価、Q3：患者行動歴の情報

周知（公表）における課題、Q4：今

後の優先すべき活動。 

この結果、ツール毎に特徴と問題

があり、使用する施設や対象者の数

によって有用性が異なることが議

論され、複数のツールを準備し、条

件に応じた組み合わせを検討する

ことが必要となるのではないかと

推論された 

⑧ MERS の臨床に関する情報のウェブサイ

ト等の媒体や、ワークショップ等による

情報提供 

(ア)急性呼吸器感染症の初動と院内感

染対策強化のための講習会 

参加者は49名（医療機関38名、

行政機関 11 名）、参加した医療機

関は合計 28 施設（特定感染症指定

医療機関 3 施設、第一種感染症指

定医療機関 17施設、第二種感染症

指定医療機関３施設、その他 5 施

設）であった。 

アンケート調査の結果からは、
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現在不足している情報として 1)シ

ミュレーション、2)疑似症経験の

共有、3)地域医療機関での連携に

関する情報が挙げられた。また

MERS症例の相談や受け入れに際し

て解決すべき課題として、1)シミ

ュレーション不足、2)人員不足、3)

行政および地域医療機関での連携

体制の未確立・未確認が挙げられ

た。 

(イ)MERS 疑い症例対応の際のコミュニ

ケーションの課題とその検討 

患者が必要とする医療の提供に

ついては問診、診察、検査、処方、

心理的サポートは適切に行われた。 

第三者、医療従事者への 2 次感

染リスク発生予防：患者の理解、指

示の順守、医療機関の初動体制に

より曝露リスクも発生しなかった。 

誤った情報や過剰反応による混

乱：従来想定していた対患者への

偏見や阻害ではなく、支払いの段

階での混乱が生じた。 

 

Ｄ．考察 

①  韓国等 MERS 発生国における MERS

発生医療機関での院内感染対策状況の

調査 

(ア)中東呼吸器症候群対応に関する韓

国での医療機関等視察 

本調査より、感染症有事におけ

る政府・地方自治体・地域の公衆衛

生部門・医療機関での指揮系統、お

よび役割分担をわが国でも事前に

定めておくことの重要性を確認し

た。これは感染症関連の法規で規

定のない疾患の場合に特に重要で

ある。 

リスクコミュニケーション不全

は社会における恐怖心の増大と行

政部門への不信感を生み、結果と

して社会的な混乱を大きくするた

め、情報提供体制についても検討

が必要である。 

感染症有事には、医療機関内で

の危機管理のガバナンスの構築と

実効性の高い指揮系統を把持する

ことが重要である。 

MERS等の新興呼吸器感染症が医

療機関に持ち込まれるリスクに対

処するため、医療機関内でのスク

リーニングのシステムが必要であ

る。国際化を目指すわが国ではこ

の点特に留意すべきである。 

MERS 診療には多大な人的・物的

リソースが必要であり、その配置

に関して事前の準備が必要である。

加えて医療機関では職員に多数の

曝露者が生じ、経験と技術のある

医療従事者が就業制限の対象とな

って診療を行う事に留意して危機

管理体制を準備しておく必要があ

る。 

換気システム、ゾーニングを含

む医療施設での感染管理のための

ファシリティマネジメントが必須

である。また呼吸器感染症を想定

した医療機関の感染対策には、PPE

の確実な使用、必要物品の管理・保

管、対象スタッフの選定を含むガ

イドラインが必要である。また接

触者の自宅隔離での管理が想定さ
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れるため、家族の感染対策につい

ても、検討する必要がある。 

国内発生時に抗ウィルス薬治療

が円滑に行われ、かつ後に検証可

能な十分なデータが得られるよう、

事前に使用レジメンの批判的検討、

治療プロトコルの作成、多施設試

験の枠組み作りを行っておくこと

が必要である 

(イ)タイにおける輸入 MERS 症例の対

応（感染管理、接触者対応、リスク

コミュニケーション）に関する調

査 

エボラウイルス病やＭＥＲＳ等

の感染症の疑い・確定症例を受け

入れる医療機関においては、タイ

ではこれまでに調査を行った先進

国と同様の設備が整えられていた。 

疑いの段階からの患者や家族へ

の対応、接触した人たちに感染対

策の指示にしたがってもらうため

の課題、外国人対応で必要な通訳・

文化対応は本邦においても課題と

なると考えられる。 

日本でも各国からの訪日外国人

が増加しているところであり、い

つ MERS の輸入症例が持ち込まれ

てもおかしくない。外国人患者受

け入れ環境整備は、厚生労働省、経

済産業省、観光庁の取り組みが展

開されているが、この中で感染症

危機管理について提案していくこ

とも本研究・調査の結果の使命で

ある。 

(ウ)中東呼吸器症候群対応および新興

感染症に関する米国での医療機関

等視察 

米国の 3 箇所の医療機関を訪問

し、ウイルス性出血熱などの感染

性の高い感染症を診療する施設の

設計やオペレーションについて視

察した。 

いずれの施設も患者を隔離する

ための施設ではあるが、同時に患

者の居住性や利便性についても考

慮されており、日本における施設

でもこのような配慮が必要と考え

られた。 

米国の感染症病棟でも医療従事

者間および患者-医療従事者間の

コミュニケーション手段が大きな

課題となっており、日本でもこの

点は十分に検討すべきである。 

米国の診療体制を参考に日本に

おける感染症指定医療機関の診療

体制についても再考すべきと考え

られた。米国では医療機関をその

機能別に 4 層構造の診療体制を敷

いている。日本においても指定医

療機関間の機能分担が必要である

と考えられる。 

米国ではエボラ出血熱患者の診

療に多くのナース・プラクティシ

ョナーが関わっており、診療に当

たる医師の数は比較的少数であっ

た。このような高いスキルを持つ

看護師の数が日本では十分ではな

いため、日本では十分な数の医師

の配置が必要である。また感染症

医だけでなく、集中治療医、小児科

医、産婦人科医、外科医など他診療

科との連携が必要不可欠である。 
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(エ)サウジアラビア視察 

2つの医療機関で、複数の関係者

から「2014 年からこれまでに大き

く改善されたこと」として挙げら

れたのは、①政府の MERS 対策への

取り組みかた（political will, 

commitment）、②MERSの発生状況に

関する情報の透明化であった。①

に関しては、MERS の症例定義には

明記されていなかったラクダとの

接触歴が、最近（1年前頃）は明記

されるようになったことにも端的

に表れている。潤沢な予算を用い

て病院施設の整備も行われていた

が、これらの医療インフラの整備

に関しては日本が参考にできる点

は少ないかもしれない。②に関連

することとして、「医療従事者を含

む国民への迅速な情報提供、啓発

活動によって MERS に関する意識

向上がすすみ、それも院内感染の

防止に大きく貢献している」、とい

う点は我が国にも参考にできる。

行われた啓発活動は決して目新し

いものではないが、国民の関心が

高まっている時に、不安・誤解を防

ぐことや、国民の関心に焦点をあ

てた内容の継続的な配信など、リ

スクコミュニケーションを含め、

情報発信の媒体、タイミング、コン

テンツを戦略的に考えることが重

要と思われた。 

 

② MERS 感染予防対策に関する研究 

(ア)感染防止対策に関するアンケート

調査 

 感染防止対策に関するアンケー

ト調査では、「問題がある・関心が

ある感染症」として、約半数が新興

再興感染症をあげた。これらにつ

いては、感染症の予防・対策につい

て知識や経験を有すると考えられ

る医療者や行政関係者などにおい

ても不安があることがわかった。

以上より「感染防止対策指針」が、

行政、医療、福祉分野で強く求めら

れているものであることが明確に

なった 

(イ)MERS に関する教育啓発用ツールの

開発およびセミナーの開催 

 マスクの着用、流水と石けんに

よる手洗いについて動画により具

体的な正しい方法を説明すること

は、対象者が医療者であっても一

般市民であっても、確実で有効な

手段である。MERSをふくむ新興・

再興感染症を想定した感染防止対

策では過度で特別な対策が必要で

あるように受け取られがちである

が、基本的な感染予防の方法を伝

えていくことは意義がある。さら

に、これらの教育啓発用資材はネ

ットで公開した。情報収集にイン

ターネットが多用される今日では

このような情報共有は、より適切

な感染症予防の開発に役立つもの

と考える 

(ウ)MERS 感染予防対策に関する研究 

MERSの感染症対策をより確実に

実践していくために実際の場面で

の具体的な対策を重視した「中東

呼吸器症候群（MERS）等の新興再興
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呼吸器感染症発生時の感染防止対

策指針」を作成した。感染症対策の

専門家が不在のクリニックや中小

病院を広く対象とする対策のあり

方を示した 

日常的に我々の周辺で発生する

感染症であっても MERS をふくむ

新興・再興感染症であっても、感染

防止対策では、「複数の感染対策を

組み合わせて、リスクを下げてい

く」という考え方を十分に理解し、

その上で、マスクの着用、流水と石

けんによる手洗いといった基本的

かかつ有用な感染防止対策正しく

理解し、正しく実践できることが

強く求められる。医療従事者を対

象として今年度作成した MERS 感

染防止対策指針においても同様に、

感染防止対策の基本に重点を置き、

正しい方法で確実に実施すること

ができるように全般にイラストを

多用し、具体的な手法を示した。 

パンフレットや DVD、今年度作成

した指針により基本的な感染予防

の方法を伝えていくことは意義が

あると考えられる。そのため、これ

らの資材は東北感染症危機管理ネ

ットワークで公開する予定である。

今後、これらの資材がさらに広く

活用されるように facebook など

の SNS を活用することも合わせて

検討する。 

③ 診療支援（国内での患者発生時の専門家

派遣および診療・感染防止対策の助言 

MERS 疑似症患者が発生した医療機関

への専門家の派遣は、派遣先医療機関の

医療従事者の安全を確保する上でも、患

者の適切な診断・治療を行う上でも有用

と考えられた。 

今後、よりスムーズな派遣が行われる

ように、派遣時に持参する物品の整理な

どを決めておくべきである。院内感染対

策認定看護師の派遣についても今後検

討が必要である。 

④ MERS コロナウィルス感染症の疫学研

究・治療臨床試験 

  MERS-CoV に対する抗ウイルス治療

は、日本国内で入手が可能な薬剤であっ

ても適応外使用となる。このため、各医

療施設ごとに適応外使用に関する手続

きを行う必要がある。本研究班では、

MERS－CoV 感染患者発生時に備え抗ウ

イルス治療に関する安全性や有効性、臨

床経過といった貴重な知見を効率的か

つ網羅的に収集するため、多施設前向き

観察試験を計画した。 

新興・再興感染症に対する治療を行う

際の研究の枠組みや未承認薬使用、既承

認薬の適応外使用については国内にて

明確な基準や指針がない。新興・再興感

染症に対する治療に関する研究および

医師主導治験の枠組、未承認薬使用、お

よび既承認薬の適応外使用について、事

態発生時に迅速に対応可能とするため

検討が必要である。 

⑤ MERS 回復者血漿の採取・保存・使用に

関する検討 

 MERS 患者の回復者血漿の採取・保

存・検査・投与の体制を整備した。回復

者血漿による治療の枠組みは、他の新興

感染症にも応用可能である。今後の課題

として、①輸入ルートの確立、②回復者



17 
 

からの血漿採取・保存・投与体制の確立、

の 2点が挙げられる。①については発生

国との直接の交渉が必要であり、②につ

いては血漿採取や投与のプロトコール

の確立が必要である。 

⑥ 中東呼吸器症候群（MERS）等重症新興呼

吸器ウィルス感染症に対する本邦での

集中治療指針作成 

国内での診療指針においては、WHO の

指針（暫定案）に修正を加えることが現

実的と思われる。殆どの新興感染症に特

異的治療薬が存在しないことから、敗血

症や ARDS に対する一般的な管理に加え

て、感染予防策が必要になってくる。多

くの重症新興呼吸器ウィルス感染症が

呈する敗血症や ARDS は、少なくとも先

進国では集中治療専門医のもとで管理

されるべき対象であり、非専門医による

管理では今日の先進国の医療水準で期

待される治療成績は望めない。 

近年、敗血症および ARDS に対する治

療に関する質の高いエビデンスが集積

されつつあり、国内外の診療ガイドライ

ンの改定版が相次ぎ発表された。我々は

これらガイドラインの推奨を支持する

が、これらに基づく標準的な集中治療は、

集中治療専門医を核とした集中治療チ

ームによって行われる専門的な医療サ

ービスであり、集中治療室や集中治療に

必要とされることのある医療機器が揃

っていれば提供できるというものでは

ない。 

以下、WHO 指針（暫定案）に関して改

訂を要すると思われるポイントを列挙

する。 

• 医療資源が限定的な国や

地域を配慮した記載、日本の現状

に合わせて良いと思われた。 

• WHO 指針では薬剤の選択

に多数の国々に配慮して薬剤の選

択の幅をもたせているが、日本国

内で利用するのであれば、利用可

能な薬剤、専門家の間で一般的な

薬剤に限定した記述で良い。 

• 敗血症の定義・診断基準

が 2016 年 3 月に改定されたので、

新定義・診断基準を採用すべきで

ある。 

• ICU 外での qSOFA の利用

に関しては、賛否両論である。 

• 敗血症性ショックに対す

る昇圧薬では、「日本版敗血症診療

ガイドライン 2016 (J-SSCG2016)」

及び Surviving Sepsis Campaign: 

International Guidelines for 

Management of Sepsis and Septic 

Shock: 2016 に準じて、ノルアドレ

ナリンを第一選択すると明記すべ

きである。 

• 重症 ARDS に対する補助

療法の項で、筋弛緩薬の使用に関

しては、日本では予後改善効果が

示されている cisatracurium が利

用できないので慎重な記述が求め

られる。 

• 重症 ARDS に対する補助

療法の項で、ECMOの記述が無いが、

近年 ECMO の経験が蓄積され、特に

重症新興呼吸器ウィルス感染症に

対しては、ECMO の中でも最も経験

が蓄積されてきている。経験豊富

な施設という限定付きで提案に値
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すると思われる。 

• 人工呼吸患者の鎮痛と鎮

静に関する言及が必要と思われる。 

最新の敗血症ガイドラインは、「日本

版敗血症診療ガイドライン 2016 (J-

SSCG2016) 」 も Surviving Sepsis 

Campaign: International Guidelines 

for Management of Sepsis and Septic 

Shock: 2016も本研究期間終了の数週間

前に一般公開されるに至ったが、特に後

者は国際ガイドラインなので、これに基

づく診療指針の修正は WHO 自身が今後

試みると期待される。 

⑦ MERS に対する本邦での公衆衛生対応に

関する検討 

(ア)第二種感染症指定医療機関 視察 

2 種感染症指定医療機関の施設

設備および人的資源のばらつきを

鑑みれば、我が国でも 2 種感染症

指定医療機関も「診断のみを目的

とした医療機関（以下 アセスメン

トセンター）」と「診断・治療まで

行う医療機関（以下 トリートメン

トセンター）」の 2つに機能を分け

た方がより現実的ではないかと考

えられた。すなわち、第 2 種感染

症指定医療機関のうち大部分を主

に疑似症患者の診断までを役割と

するアセスメントセンターに割り

当て、施設設備や人的資源の整っ

た一部の 2 種感染症指定医療機関

（各都道府県に 1〜数カ所程度）を

疑似症患者の診断から治療までを

行い重症患者の集中治療にも対応

するトリートメントセンターに割

り当てることを提案する。 

集中治療専門医を含む、様々な

領域の専門医および各種医療職で

組織された医療支援チームを作り、

医療機関を支援することも必要で

ある。 

(イ)韓国・MERS アウトブレイクにおけ

るデータマネジメント 

マイナンバーの利用は、日本で

は運用が開始されたばかりである。

いまだ国民全体に制度そのものが

十分理解され、受け入れられてい

るとは言い難い。特に情報セキュ

リティの堅牢性についていまだ不

信感がある。 

現時点で接触者調査を含む接触

的疫学調査にあたって、個人情報

を本人の同意なしに利用できると

解釈できる記載が本邦の法のなか

にはあるものの、いまだに災害時

などに、個人情報の適切な利用に

関して議論となっている。この状

況を考えれば、感染症対策上の利

用に対しても、すぐに国民の理解

は十分に得られない可能性がある。

公衆衛生対策上、どのような状況

下で、どの程度の情報が、どれくら

いの期間、誰に許されるかという

議論を深めておく必要がある。  

データベース構築に関しては、

韓国だけでなく多くの諸外国がそ

うであるように、日本でも厚生労

働省内に、発生動向調査をはじめ

とするサーベイランスデータベー

スの構築・維持に関わる専門部署

を設立することが必須と思われた。

短期的には新興・再興感染症の発
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生時に、すぐにデータベースを構

築する方法として、EpiInfo のよう

な既存のオープンソースの利用も

案として検討すべきと思われた。 

韓国においては、データ入力の

教育不足から自治体レベルでのデ

ータ入力を断念せざるを得なかっ

た。予め接触者調査（データ収集方

法、エクセルファイルへのデータ

入力方法、接触者情報システムへ

のデータ入力方法等）に関する教

育、訓練を行っておくことの重要

性が再認識された。 

韓国は IT 化が高度に進んでお

り、既存の IT 基盤を活用した接触

者情報の収集が可能である。日本

にはこのような IT 基盤は存在し

ない、もしくは利用できないため、

病院の記録や患者、接触者へのイ

ンタビューにより情報を収集する

しかない。よってデータ収集にお

いては韓国よりもはるかに労力を

費やすことが予想される。これを

補う方法のひとつとしては、ホー

ムページやメディア等からの呼び

かけによる自主的な報告が考えら

れる。。 

(ウ)中東呼吸器症候群症例の接触者の

モニタリングツールについての検

討 

接触者調査ツールとして提案し

た「CTI」、「Fax/OCR」、「アプリケー

ション」は、多数の対象者の健康観

察を行う上では、統一化された情

報収集、観察者の負担軽減という

点での、潜在的な有用性は理解で

きたが、国内においては、ＭＥＲＳ

のような新興感染症でありかつ致

命率が高い疾患の接触者調査の経

験がないこともあり、現実的な議

論に落としこむことはできなかっ

た。 

ただし、ツール毎に特徴と問題

があり、使用する施設や対象者の

数によって有用性が異なることが

議論され、複数のツールを準備し、

条件に応じた組み合わせを検討す

ることが必要となるのではないか

と推論された。 

本ワークショップでは情報収集

に主眼をおいて開催したが、収集

後には情報公開が課題として存在

することが、参加者より提案され

た。多数の対象者に健康観察を行

うには、その必要性を社会に対し

て説明することが求められ、情報

を集めた際には自治体間での共有

や、その一部を公開することが求

められる。このように情報管理や

リスクコミュニケーションは課題

の一つであり、その内容は具体的

に検討しておく必要性が高いと思

われる。 

さらに MERS は社会的インパク

トが大きく、また、複数の自治体に

またがる事案も想定されることか

ら、国と自治体間での行政対応の

役割分担について平時に検討し、

明文化しておくことが、事案発生

時の適切な対応遂行に寄与するも

のと考えられる。具体的には接触

者調査における自治体枠を超えた
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人材の補充・応援体制の構築が必

要である。公衆衛生対策目的での

行動歴の収集方法、またその公表

方法に関して国内で議論を深めて

おく必要がある 

接触者調査に使用するツール開

発は一定の費用と専門家・部門を

準備する必要があり、行政サイド

の検討も必要である。 

⑧ MERS の臨床に関する情報のウェブサイ

ト等の媒体や、ワークショップ等による

情報提供 

(ア)急性呼吸器感染症の初動と院内感

染対策強化のための講習会 

実際にオペレーションをする上

での具体的な内容が現在不足また

は、解決すべき課題として考えら

れた。今後は疑似症受け入れ時の

シナリオを作成し、具体的にシミ

ュレーションを行っていくことで

対策につなげていく必要があると

考える。 

(イ)MERS 疑い症例対応の際のコミュニ

ケーションの課題とその検討 

実際の健康上のリスクは回避で

きたが、対策に関わる関係者間で

の情報共有や信頼の確立には課題

があることが把握された。特に支

払いについて当該患者や医療現場

に負荷の発生を回避するためには

保健所・自治体・医療機関共通の問

題認識が必要である。今後の研修

における学習項目として設定する

必要がある。 

 

⑨ これまでの考察を踏まえ、今後の本邦の

MRES 対策について以下を提言する： 

(ア)国際化に対応するため、一般の医

療機関を広く対象とし、新興再興

感染症に地域レベルで対応できる

ための枠組み作りが必要である。 

(イ)新興再興感染症に多角的かつ連携

的に対応する体制を敷くため、行

政部門、医療機関だけでなく、バイ

オセキュリティの専門家も含めた

連携の枠組みの構築が必要である。 

(ウ)新興・再興感染症に対する治療に

関する研究および医師主導治験の

枠組、未承認薬使用、および既承認

薬の適応外使用について国内に基

準や指針がない。事態発生時に迅

速に対応可能とするため、今後の

検討が必要である。 

(エ)MERS 患者が発生した場合に海外で

保存された回復者血漿を輸入する

ためのルートを確立する必要があ

る。 

(オ)接触者調査に使用するツール開発

にあたっては一定の費用と専門

家・部門を準備する必要があり、研

究班だけでの開発には限界がある

ことから、行政サイドにおける検

討も必要である。 

(カ)韓国と同じ規模の接触者調査を現

在の日本の管轄保健所の人的リソ

ースで対応するのは困難であると

想像されることもあり、自治体枠

を超えた人材の補充・応援体制の

構築が必要である。 

(キ)事態発生時に複数自治体が関与し

た場合の指示系統の確立について

も早急な検討が必要である。 
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(ク)MERS 患者が発生した場合に、搬送

された病院に専門家を派遣するこ

とができるように、医療施設間の

人的交流をより円滑に行うための

システム作りが必要である。 

(ケ)本邦には専門的な集中治療を提供

できる医療機関が非常に少ないた

め、集中治療専門医を含む、様々な

領域の専門医および各種医療職で

組織された医療支援チームを作り、

必要とされる医療機関を支援する

ことが現実的と考えられる。 

(コ)事態発生時に公衆衛生対策目的で

の行動歴の収集方法、またその公

表方法に関しては日本での議論は

不十分であり、国民の十分な理解

がすぐには得られない可能性があ

る。この点国内で議論を深めてお

く必要がある 

(サ)MERS 等の新興呼吸器感染症が医療

機関に持ち込まれるリスクに対処

するため、感染症指定医療機関の

みならず一般の医療機関を広く対

象とし、新興再興に地域レベルで

対応できるための枠組み作りが必

要である。 

(シ)今後の感染症病床整備の課題とし

て患者の居住性や利便性向上、コ

ミュニケーション手段の改善、オ

ートクレーブの十分な配置による

感染性廃棄物の十分な処理能力整

備、集中治療・出産・外科処置に耐

えうる施設整備が必要である。 

(ス)MERS を含む新興・再興呼吸器感染

症の発症者が最初に受診する医療

施設は必ずしも第二種感染症指定

医療機関のように 2 類感染症を想

定した設備・対応の整った施設で

はなく、市中のクリニックや中小

規模の医療施設においてもその可

能性は否定できない。これらの医

療施設で活用できる「中東呼吸器

症候群（MERS）等の新興再興呼吸器

感染症発生時の感染防止対策指針」

を作成した。今後、医師会などの関

連する職能団体並びに関連学会に

コメントを求め、さらに、この指針

がクリニックや一般医療機関でど

のように活用されるのかについて

検証を行う必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 本邦における MERS 対策のために知見を

集積し、対応のための体制を早急に整備す

る必要があるため、2年間の研究班活動を行

った。診療、感染防止対策、公衆衛生対応、

研究についての整備を行った。今後は新興

再興感染症対応時の治験等の枠組み作り、

感染症指定医療機関および一般医療機関で

の診療体制及び感染防止対策の整備、複数

自治体にまたがった接触者調査などの公衆

衛生対応の枠組み作り、アウトブレイク発

生時の医療機関間および保健所や都道府県

間での連携体制づくりが必要である。 
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